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鳥取県子どもの読書活動推進委員会運営要綱 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県子どもの読書活動推進委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項

を定めるものである。 

 

（調査審議する事項） 

第２条 委員会は、鳥取県附属機関条例（平成 25 年鳥取県条例第 53 号）別表第２で定める事項を調査

審議するものとし、その具体的な内容は次の各号に掲げる事項とする。 

 (１)  鳥取県の子どもの読書活動の推進施策に関する事項 

 

（委員） 

第３条 委員は、その調査審議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が任命

する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故あるときは、副委員長が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長（委員長が定まる前にあっては委員会の庶務を行う所属の長）が招集

し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、鳥取県教育委員会事務局家庭・地域教育課において行う。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

  付 則 

この要綱は、平成２５年１１月１３日から施行する。 
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鳥取県子どもの読書活動推進委員会 委員 

氏 名 役職等 

池田 緑 おはなしグループがらがらどん代表 

井澤 尚之 鳥取県書店商業組合 理事 

倉光 信一郎 米子市立尚徳小学校長 

宍道 勉 鳥取短期大学 准教授 

田村 晴夫 鳥取市立中央図書館 副館長 

中山 美穂 倉吉市立図書館 司書 

西川 昌孝 私立幼稚園 PTA 連合会会長 

長谷岡 真由美 大山町教育委員会幼児教育課長補佐 

皆川 恵子 鳥取市立北中学校 司書教諭 

宮脇 真理 県立倉吉西高等学校 司書 

渡邉 眞子 絵本の会 ほしのぎんか代表 

（平成２６年３月時点／５０音順） 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 

  平成１３年１２月１２日 法律第１５４号制定

（目的）  

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責

務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子ど

もの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資する

ことを目的とする。   
 

（基本理念）  
第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉を学び、

感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で

欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所におい

て自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければなら

ない。  
 

（国の責務）  
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の推進に関

する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  
 

（地方公共団体の責務）  
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子ど

もの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
 

（事業者の努力）  

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進さ

れるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。  
 

（保護者の役割）  
第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を

果たすものとする。  
 

（関係機関等との連携強化）  

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、

図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。  
 

（子ども読書活動推進基本計画）  
第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの

読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなけ

ればならない。   
２  政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、

公表しなければならない。  
３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  
 

（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子ども

の読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策につ
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いての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならな

い。 
２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、

子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町

村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に

関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めな

ければならない。  
３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定し

たときは、これを公表しなければならない。  
４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準

用する。  
     
（子ども読書の日）  
第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読

書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  
２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。  
３  国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならな

い。  
     
（財政上の措置等）  
第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  
   
附   則  

  この法律は、公布の日から施行する。 

 

子どもの読書活動の推進に関する付帯決議 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。  
 

一    本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくもの

であり、行政が不当に干渉することのないようにすること。  
    
二    民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する

施策の確立とその具体化に努めること。  
    
三    子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境づくり

のため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。  
    
四    学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。  
    
五    子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に

努めるようにすること。  
    
六    国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加につい

ては、その自主性を尊重すること。  
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文字・活字文化振興法 

      平成１７年７月２９日 法律第９１号

（目的）  
第一条  この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び

向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんが

み、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにする

とともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字

文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。  
 

（定義）  
第二条  この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの（以下

この条において「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活

動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。 
 

（基本理念）  
第三条  文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、

生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要

因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行

われなければならない。  
２  文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければな

らない。  
３  学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするた

め、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能

力（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければならない。  
 

（国の責務）  
第四条  国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・活字文化の

振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  
 

（地方公共団体の責務）  
第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文

字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
 

（関係機関等との連携強化）  
第六条  国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、

教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。 
 

（地域における文字・活字文化の振興）  
第七条  市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公

立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。  
２  国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、

司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図

書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。  
３  国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・活字文化

に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するため、必
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要な施策を講ずるよう努めるものとする。  
４  前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興を図るた

め、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 
（学校教育における言語力の涵養）  
第八条  国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効果的な手法

の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の養成及び研修の内容

の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。  
２  国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため、司書

教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図

書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。  
 

（文字・活字文化の国際交流）  
第九条  国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の

文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の

出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国

際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。  
 

（学術的出版物の普及）  
第十条  国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果についての出

版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  
 

（文字・活字文化の日）  
第十一条  国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字

文化の日を設ける。  
２  文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。  
３  国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努

めるものとする。  
 

（財政上の措置等）  
第十二条  国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  
 

   附 則  
 

 この法律は、公布の日から施行する。 
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国民読書年に関する決議 

 
衆議院本会議 
国民読書年に関する決議（第一六九回国会、決議第二号） 
平成２０年６月６日 

文字・活字は、人類が生み出した文明の根源をなす崇高な資産であり、これを受け継ぎ、発展さ

せて心豊かな国民生活と活力あふれる社会の実現に資することは、われわれの重要な責務である。 
 しかしながら、我が国においては近年、年齢や性別、職業等を越えて活字離れ、読書離れが進み、

読解力や言語力の衰退が我が国の精神文明の変質と社会の劣化を誘引する大きな要因の一つとなり

つつあることは否定できない。  
 我が国の国会はこうした危機意識から、平成十一年（西暦一九九九年）に「子ども読書年に関す

る決議」を衆参両院で採択、平成十三年（西暦二〇〇一年）には「子どもの読書活動の推進に関す

る法律」を制定、さらに平成十七年（西暦二〇〇五年）には「文字・活字文化振興法」を制定し、

具体的な施策の展開を政府とともに進めてきた。  
 学校における「朝の読書運動」の急速な浸透、読書の街づくりの広がり、様々な読書グループの

活性化など、国民の間の「読み・書き」運動の復活、振興などはその効果の顕著な例である。  
 こうした気運の一層の発展をめざし、われわれは「文字・活字文化振興法」の制定から五年目の

平成二十二年（西暦二〇一〇年）を新たに「国民読書年」と定め、政官民協力のもと、国をあげて

あらゆる努力を重ねることをここに宣言する。  
 右決議する。  
 
（笹川堯君外十二名提出） 

 

 

参議院本会議 
       国民読書年に関する決議 

文字・活字によって、人類はその英知を後世に伝えてきた。この豊穣で深遠な知的遺産を受け継

ぎ、更に発展させ、心豊かな社会の実現につなげていくことは、今の世に生きる我々が負うべき重

大な責務である。 

 しかし、近年我が国でも「活字離れ」と言われて久しく、年齢層を問わず、読書への興味が薄れ

ていると言わざるを得ない。これが言語力、読解力の衰退や精神文明の変質の大きな要因の一つと

なりつつあることは否定できない。 

 我々はこの事実を深刻なものと受け止め、読書の価値を見直し、意識の啓発を目指し、政府と協

力してあらゆる活動を行ってきた。一九九九年に「子ども読書年に関する決議」を両院で採択、二

〇〇一年には「子どもの読書活動の推進に関する法律」を立法、さらに二〇〇五年には「文字・活

字文化振興法」を制定し、具体的な施策の展開を推し進めてきた。 

 それらに呼応して「朝の十分間読書運動」の浸透、読書の街づくりの広がり、様々な読書に関す

る市民活動の活性化など、読書への国民の意識は再び高まりつつある。 

 この気運を更に高め、真に躍動的なものにしていくため、二〇一〇年を新たに「国民読書年」と

定めたいと思う。これにより、政官民が協力し、国をあげてあらゆる努力を重ねることをここに宣

言する。 

 右決議する。 

 

（西岡武夫君外六名発議） 

 


